
令和２年度　行政評価会議（二次評価）対象事業一覧表 開催日：Ｒ２．１０．１４ （水）

事　業　概　要 R2の変更点 R元 R2 評価 今後の方向性等 評価 意見 評価 評価説明

中学生交流事業を行うことによ
り、国際性豊かな人材の育成に資
する。観光物産や農業・文化・ス
ポーツ等各分野において市民団
体交流を行うことにより、国際化に
対応したまちづくりを推進する。

変更なし

市民の健康の増進を図るため、は
り、きゅう又はあん摩マッサージ施
術を受ける場合において、施術費
の一部助成を行う。施術1回700
円、年36回

変更なし

今般の国際化社会において、国
際交流事業は必要な事業である
と思われるが、韓国求礼郡との中
学生交流事業については、実施
期間の調整が困難であり、廃止も
やむを得ないと考える。市民団体
の交流については、社会情勢等を
みながら対応したい。

2 福祉課 現状維持

令和元年度実績より助成回数
の縮小や年齢制限を設けたとして
も、助成額に大きな影響があると
は言えない。

また、市民のニーズがあることか
ら利用者数が微増しており、鍼灸
施術の実施により健康を維持でき
ているケースがあると思われる。
僅かな助成ではあるが一部助成
により健康維持ができれば、医療
費の抑制にも繋がると考えられる
ため、現状維持とする。

なお、利用状況からみると年４
回までの利用が突出し、それ以降
は人数が少なくなるものの、年３６
回利用されている方が５１人と
なっていることから、この年３６回
利用されている方がどういった理
由なのか、医療費抑制に繋がって
いるのか等の分析を行う必要があ
るため時間を頂きたい。

8,600 8,714

鍼灸施術費助成事業

観光物産課 縮小

国際交流事業

Ｎｏ 担当課
一次評価　（担当課の評価） 財政課の意見等事　業　名 予算額（千円）

3,711 4,1251

行政評価会議（二次評価）

改善 改善

財政課の意見のとおり、Withコロ
ナの時代に対応する新たな国際
交流の在り方を模索し、韓国以外
とも交流を視野に入れつつ、事業
の抜本的な再構築を図ること。

縮小
【条件付】
現状維持

健康増進の効果測定または事
業目的の見直しや、登録事業所
における免許の必要性、保険適
用施術院にも利用可能であること
等、事業内容の検証や利用実態
の把握等、整理に一定の時間を
要することから、整理までの間、条
件付きの現状維持とする。

現在、国際交流は韓国（求礼
郡）を軸として取り組みを行ってい
る。他方、韓国以外の国とはあま
り交流はできていない。また、新型
コロナウイルス感染症の流行によ
り、、人の移動を伴う国際交流も
ほぼストップしている状況である。

国際交流による経済の振興、人
材の育成は大切であることに変わ
りはない。これまでの韓国を中心と
した国際交流の成果を分析し、ま
た、Withコロナの時代に対応する
新たな交流の在り方を模索し、加
えて、韓国以外との交流も視野に
入れつつ、事業の抜本的な再構
築を図るべきではないかと考え
る。

本事業は、市民の健康増進
や、保健事業の一環として、医療
負担を減らす目的で行っている事
業であるが、助成を行うことによっ
て健康増進にどのような効果をも
たらすのか、また、医療費抑制の
面においても、実際に医療負担が
減っているのかが不明である。

また、近隣市では年齢の制限等
あるため、利用が伸びている状況
を鑑み、少なくとも本市でも年齢
制限を設けてよいのではないかと
思われる。
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Ｎｏ 担当課

一次評価　（担当課の評価） 財政課の意見等事　業　名 予算額（千円） 行政評価会議（二次評価）

食生活の改善及び健康保持を
図り、並びに安否確認を行うことに
より、健康で自立した生活を送るこ
とができることを目的に、配食サー
ビスや見守りを行う。

自己負担金　360円→370
円/食
市の負担金　520円→530円
/食

高齢者に対して敬老の意を表し、
その長寿を祝福するため、敬老祝
金及び長寿祝金を贈呈し、もって
福祉の向上に資する。

８０歳6,000円
８８歳10,000円
100歳80,000円

敬老祝金の贈呈
贈呈方法を窓口受取りから

口座振込へ変更した。

食の自立支援事業

敬老長寿祝金事業

3

4

福祉課

改善

入院・入所までの中継ぎとしての
事業になっているとの指摘があっ
たが、入院・入所で利用中止に
なった人は、利用開始して、１年も
経過しないうちに入院・入所してい
る。一方、現在の利用者は、配食
サービスを利用することで在宅生
活が継続できており、入院・入所
までの期間を先延ばしにできてい
るという見方もできる。

高齢者の身体的特徴から、現状
維持ができればベストであり、改善
や自立を目指すことに疑問があ
る。配食サービスを利用し、在宅
生活を継続できていることで、医
療費や介護保険料の伸びの抑制
に効果があると考える。

行政の福祉サービスは、利用者
数が少ないから廃止するという性
質のものではないので、今後は、
新規申請者については、課税状
況の確認を行うことで、費用負担
の公平性を図り、本事業を継続実
施したいと考える。

1,419 1,182

入院・入所までの期間を先延ば
す等の一定の効果があっているこ
とや、単身世帯や高齢者のみ世
帯等、食事の調達が困難である
低所得者のセーフティーネットに
なっていること等から、事業形態に
ついては現状維持とする。

ただし、本事業利用者と民間
サービス利用者との公平性の観
点から、担当課の評価のとおり、
新規も含め利用者の課税状況等
の確認を行うこととする。

本事業は、調理や買い物ができ
ない高齢者に対し、食事を配達す
ることにより健康的な在宅生活を
推進し、健康で自立した生活を送
ることができるよう支援する事業で
あるが、ここ数年で自立して本事
業を中止した方がおらず、実態は
単なる経済支援になっているので
はないか。

また、審査の段階で確認してい
るのは身体的な状態の確認であ
り、経済的な面での確認を行って
いない。そのため、市が費用の一
部を負担して配食を行っている方
と、民間の配食サービスを利用し
ている方との公平性に疑問があ
る。

縮小 改善

平均寿命が延びている現状か
ら、本事業の目的が敬老長寿で
あることに対する祝金であることを
考慮し、担当課評価のとおり、８０
歳の敬老祝金を廃止する。

また、近隣市の状況も考慮し、１
００歳の敬老祝金を縮小とする。

なお、見直しするに当たり、必要
に応じて、対象者等に対する周知
を丁寧に行うこと。

縮小縮小

①８０歳敬老祝金について（廃止）
※約５００人×６，０００円＝３００
万円の減額
日本人の平均寿命が男性８１．４
１歳、女性８７．４５歳と８年連続
延びており、事業の目的（長寿の
お祝い）に合わせて一般的な８８
歳、１００歳を対象とする。

②８８歳敬老祝金について（現状
維持）
他市の状況から勘案し、米寿の祝
い年にあたり、高齢者に対して敬
老の意を表するためにも適当であ
ることから、年齢、贈呈金額とも現
状維持とする。

③１００歳長寿祝金について（縮
小）※約３０人×３０，０００円＝９
０万円の減額
他市と比較した結果、他市よりも
多く贈呈している傾向にあり、一人
当たり８万円から５万円へ贈呈額
の減額を行う。

10,013 10,149

事業の目的としては、敬老長寿
であることに対する祝い金であるた
め、平均寿命（R元：男性81.41
歳、女性87.45歳）や近隣市の状
況から８０歳の支給については、
見直しの時期がきていると思われ
る。

縮小


